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（
四
） 

      
 
 
 

安
政
六
己
未
年 

 
 
 
 

安
政
七
庚
申
年 

 
 

 

  
 
 
  

御 

供 

日 
記 

   
 
 
 
 
 

四
月
吉
日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
控 

 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
家
文
書
第
０
７ 

 

（
解
題
）
保
申
は
安
政
二
（
１
８
５
５
）
年
三
月
に
将
軍
代
替
領
地
判
物
を
受

け
、
同
六
（
１
８
５
９
）
年
十
月
一
日
に
将
軍
御
目
見
（
御
乗
出
）
を
果

た
す
。
こ
の
重
大
事
に
関
す
る
段
取
・
挨
拶
回
り
の
状
況
が
本
文
書
に
く

わ
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
安
政
七
（
１
８
６
０
）
年
三
月
三
日
に
櫻
田

門
外
の
変
が
あ
り
、
同
月
十
八
日
万
延
改
元
と
な
る
が
、
本
事
件
に
関
す

る
記
録
は
全
く
無
い
。
た
だ
こ
の
事
件
以
降
行
列
省
略
（
随
行
藩
士
の
削

減
等
）
の
見
直
し
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
が
、
保
申
は
そ
の
後
頻
尿
症
に

よ
り
江
戸
城
出
仕
を
見
合
わ
せ
、
私
的
活
動
も
殆
ど
遠
慮
し
た
の
で
然
し

た
る
記
録
は
な
く
、
ま
た
何
故
か
万
延
元
年
十
二
月
十
日
以
降
の
部
分
が

欠
落
し
て
い
る
。 
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１ 

 
 
 
 
 
 

安
政
六
己
未
年 

 
 
 
 
 
 

安
政
七
庚
申
年 

 
 
 
 
 

御
供
日
記 

 
 
 
 
 
 

四
月
吉
日 

 
 
 

阿
部
控 

２ 

 

一 

四
月
廿
九
日
、
當
秋 

 
 
 

殿
様
御
乗
出 

 
 
 

御
目
見
へ
之
御
内
含
有
之
候
ニ

付
、
心
得
候
様
大
目
付
ゟ
申
聞 

 (

注)

御
乗
出
は
、
武
家
の
元
服
を
意
味
す
る
が
、
特
に
大
名
家
嫡
子
が
将
軍
に
御
目
見
し
、
大
名
と
し
て
の 

公
的
活
動
を
始
め
る
こ
と
を
言
う
。
保
申
【
弘
化
三
（
１
８
４
６
）
年
三
月
廿
五
日
誕
生
】
の
場
合
は
、 

安
政
六
（
１
８
５
９
）
年
十
月
一
日
に
満
十
三
歳
で
御
目
見
え
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
示
が
四
月
末
に
行 

わ
れ
て
い
る
。 

  

一 

六
月
六
日
、
御
乗
物
新
規
ニ

付
、
木
地
見
分
有
之
、
罷
出
見
分
相
済 

 

一 

同
十
八
日
、
當
十
月
中 

 
 
 

殿
様
御
目
見
被
仰
出
候
旨
、
孫
右
衛
門
ゟ
申
談
之
、
同
役
相
之
間
頭
申
通 

 

（
注
）
江
戸
藩
士
分
限
帳
（
以
下
「
名
簿
」）
に
大
目
附
百
石
三
十
俵 

岩
手
孫
右
衛
門
と
あ
る
。
こ
こ
で

當
秋
が
當
十
月
中
と
具
体
的
に
示
さ
れ
、
そ
れ
に
む
け
て
乗
物
（
大
名
駕
籠
）
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。 

  

一 

七
月
朔
日 

 
 
 

御
乗
物
出
来
栄
見
分
有
之
候
ニ

付
、
罷
出
見
分
相
済 

 

一 

殿
様
御
供
之
面
々
左
之
通 

 
 
 
 
 
 
 

御
介
添 

北
條
弥
一
右
衛
門 

御
前
髪
中 

 

（
注
）
名
簿
で
は
御
年
寄
三
百
五
十
石
と
あ
る
が
、

○分
１
１
４
で
は
寄
合
並
三
百
二
十
石
北
条
織
人
国
勤 

「
辰
四
十
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
（
次
頁
に
御
側
詰
と
あ
る
）。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
跡
目
で
あ
ろ
う
。 

「
介
添
」
と
は
元
服
前
（
前
髪
中
）
の
大
名
に
認
め
ら
れ
る
補
佐
役
の
こ
と
。 

 
 

こ
の
時
点
で
行
列
の
主
要
メ
ン
バ
ー
が
次
の
通
り
決
定
し
、
夫
々
服
務
規
程
の
習
熟
に
努
め
る
こ
と

と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
添
の
阿
部
家
文
書
２
６
「
御
供
方
定
（
御
留
主
居
）
」
等
参
照
。 

  
 
 
 
 
 

 

御
刀
番 

３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
田
収
助 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
上
鍛
十
郎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡
邊
多
門 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林 

鎌
太
郎 

 

 

（
注
）
内
田
収
助 

名
簿
４
ｂ
側
御
用
役
三
人
扶
持
二
十
俵 

○分
１
０
御
年
寄
並
二
百
四
十
石
役
料
六
十
俵 

 
 
 

村
上
鍛
十
郎 

名
簿
３
ｇ
御
奥
御
用
達
九
十
石 

 
 

○分
５
８
御
奏
者
番
八
十
石
役
料
七
十
俵 

 
 
 

渡
邊
多
門 

名
簿
６
ｂ
御
用
達
並
三
人
扶
持
二
十
俵 

○分
２
０
寄
合
衆
二
百
七
十
石 

 
 
 

林 

鎌
太
郎 

名
簿
７
ｄ
御
近
習
取
次
役
六
十
五
石 

○分
６
４
大
目
付
九
十
石
役
料
四
十
俵 

 
 
 

「
御
刀
番
」
と
は
大
名
が
江
戸
城
に
入
室
す
る
に
当
っ
て
、
佩
刀
を
保
管
す
る
役
目
の
上
士
で
、
玄

関
脇
控
之
間
で
待
機
し
て
い
た
が
、
他
藩
同
役
と
の
情
報
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
行
列
に
関
す
る

最
高
責
任
を
負
っ
て
い
た
。
「
名
簿
」
と
○分
の
差
が
大
き
い
が
、
お
そ
ら
く
若
年
部
屋
住
か
ら
跡
目

相
続
で
正
規
の
出
仕
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

  
 
 
 
 
 
 

御
側
詰 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

三
間
類
八 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

谷
口
新
八
郎 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

上
野
金
吉 
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北
條
織
人 

 

 
（
注
）
三
間
類
八 

名
簿
な
し 

 

○分
６
７
大
目
付
九
十
石
役
料
四
十
俵 

 
 
 

谷
口
新
八
郎 

名
簿
な
し 

○分
３
１
御
用
人
並
百
十
石
役
料
六
十
俵
「
新
太
郎
？
」 

 
 
 

上
野
金
吉 

 

名
簿
１
２
ｄ
御
側
詰
石
高
不
明 

○分
１
９
８
御
書
院
詰
三
百
石
「
伴
助
」 

 
 
 

北
條
織
人 

 
名
簿
１
２
ｃ
御
側
詰
三
人
扶
持 

○分
１
１
４
寄
合
並
三
百
二
十
石 

  
 

七
月
十
八
日
、
右
之
面
々
今
日
御
供
被
仰
付
候
ニ

付
、
名
々
吹
聴
頼
旁
々 

 
 

被
参
候 

 
 
 
 
 
 
 

御
簾
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
軍
内 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
崎
縑
之
助 

 

 

（
注
）
阿
部
軍
内 

名
簿
９
ｈ
書
院
詰
五
十
石
二
十
俵 

○分
１
８
９
書
院
詰
御
簾
役
兼
四
十
石
役
料
二
十
俵 

 
 
 

当
時
年
齢
は
四
十
二
歳
と
推
定
さ
れ
、
お
そ
ら
く
「
松
之
間
詰
」
身
分
と
思
わ
れ
る
。 

 
 
 

野
崎
縑
之
助 

名
簿
１
３
ｆ
松
之
間
三
人
扶
持
十
俵 

○分
１
３
８
御
使
番
六
十
石
（
左
兵
衛
） 

 
 

＊
家
譜
集
分
限
帳
で
は
「
鎌
之
助
」
と
あ
り
、
本
文
書
は
「
縑
」
で
あ
る
が
以
下
「
鎌
」
と
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

相
之
間
頭 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

松
本
覚
之
助 

 

 

（
注
）
松
本
覚
之
助 

名
簿
１
３
ｉ
松
之
間
相
之
間
頭
三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○分
１
９
６
書
院
詰
御
簾
役
兼
三
人
扶
持
役
料
十
五
俵 

 
 

こ
の
「
御
簾
役
」
と
「
相
之
間
頭
」
を
「
御
供
頭
」
と
称
し
、
行
列
の
現
場
責
任
者
で
あ
っ
た
。 

 

４ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

御
駕
籠
脇 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

池
澤
岩
太
郎 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
上
文
五
郎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
上
鎌
二
郎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
井
源
太
郎 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

岩
田
民
次
郎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
田
与
市
助 

 

 
 
 
 

 
 
 

御
供
目
付
助 

 

間
宮
金
治 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

御
徒
目
付 

 
 

海
野
三
津
之
助 

 

（
注
）
池
澤
岩
太
郎 

名
簿
な
し 

○分
２
３
０
御
側
詰
八
十
二
石
「
久
之
助
」（
戌
十
七
）
と
関
係
か 

 
 
 

村
上
文
五
郎 

名
簿
１
７
ｂ
御
馬
廻
組
三
人
扶
持 

○分
２
３
２
御
側
詰
三
人
扶
持 

 
 
 

村
上
鎌
二
郎 

名
簿
な
し 

○分
不
明 

 
 
 

新
井
源
太
郎 

名
簿
な
し 

○分
不
明 

 
 
 

岩
田
民
次
郎 

名
簿
な
し 

○分
２
８
６
御
馬
廻
組
三
人
扶
持 

 
 
 

上
田
与
市
助 

名
簿
不
明 

○分
２
４
５
松
之
間
詰
御
使
者
番
兼
四
十
石 

間
宮
金
治 

 

名
簿
２
３
ｈ
大
小
姓
席
御
徒
目
付
四
十
石 

○分
３
７
６
間
宮
久
吉
と
関
係
か 

海
野
三
津
之
助 

名
簿
２
３
ｆ
大
小
姓
席
四
十
石
五
俵 

○分
３
３
２
御
馬
廻
組
四
十
石
役
料
五
俵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＊
柳
澤
孫
左
衛
門
御
附
人 

 
 
 

「
御
駕
籠
脇
」
は
通
常
「
大
近
習
組
」
か
「
馬
廻
組
」
に
属
し
、
御
供
頭
の
指
示
を
受
け
て
、
先
触

や
挨
拶
等
を
実
行
し
た
。
御
供
頭
見
習
的
人
物
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 

御
先
相
之
間 

 
 

 
 

 
 
 
 

組
頭
兼 

 
 

青
柳
利
兵
衛 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
受
持 

 
 



 4 

玉
越
友
次
郎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠
藤
巻
右
衛
門 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
野
主
馬 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
田
源
吾 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
田
銀
作 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

川
嶋
周
治 

 

 

（
注
）
青
柳
利
兵
衛 

名
簿
２
５
ａ
大
小
姓
席
四
十
石 

○分
３
３
４
御
馬
廻
席
四
十
石
役
料
十
俵
伊
勢
守
付 

玉
越
友
次
郎 

名
簿
２
８
ｂ
相
之
間
時
計
間
組
頭 

○分
３
３
４
御
馬
廻
席
四
十
石
役
料
十
俵
同 

 
 

 

遠
藤
巻
右
衛
門 

名
簿
３
０
ａ
勘
定
衆
並
三
十
石
五
俵 

○分
中
１
４
相
之
間
三
十
五
石
二
十
俵 

 
 

 

中
野
主
（
守
）
馬 

名
簿
２
ｏ
ａ
馬
廻
席
四
十
石
十
俵 

○分
３
０
７
御
馬
廻
席
四
十
石
役
料
十
五
俵 

 
 

 

高
田
源
吾 

名
簿
２
４
ｈ
大
小
姓
席
四
十
石 
○分
不
明 

 
 

 

生
田
銀
作 

名
簿
２
７
ｅ
相
之
間
三
十
五
石
五
俵
（
藤
五
郎
）
○分
４
０
７
大
小
姓
並
三
十
五
石
五
俵 

 
 

 

川
嶋
周
治 

名
簿
１
９
ｇ
馬
廻
席
三
人
扶
持
役
料
三
俵 

 

（
注
）「
御
先
相
之
間
」
は
郡
代
・
勘
定
奉
行
の
支
配
下
の
実
務
官
吏
で
、
御
徒
目
付
や
勘
定
衆
と
同
格
の

相
之
間
身
分
の
う
ち
、
行
列
の
先
頭
（
後
衛
）
に
立
つ
も
の
の
別
称
。
た
だ
上
位
の
大
小
姓
身
分
の
も

の
で
あ
っ
て
も
、
就
役
中
は
御
先
相
之
間
と
さ
れ
た
。 

 

５ 

 

一 

七
月
廿
日
、
御
乗
物
御
修
復
見
分
有
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
列
） 

 

一 

八
月
四
日
、
御
行
例
帳
大
目
付
ゟ
相
渡
申
候 

 

一 

殿
様
御
乗
出
被
遊
候
ニ

付
、
左
之
御
方
様
へ
御
頼
被
仰
進
候 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
引
取 

 

酒
井
左
衛
門
尉 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 

重
頼 

 
 

奥
平
大
膳
大
夫 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
笠
原
佐
渡
守 

様 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

松
平
左
衛
門
尉 

様 

 
 

 
 

 
 
 
 

御
先
手 

 

山
田
佐
渡
守 

 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
多
左
京 

 
 

様 

 
 

 

右
之
通
心
得
居
候
様
、
大
目
付
ゟ
申
談
之 

 (

注)

御
乗
出
（
御
目
見
）
に
関
す
る
後
見
及
び
世
話
人
で
あ
ろ
う
（
基
本
的
に
同
席
大
名
に
依
頼
）、
な
お
こ 

れ
が
父
（
養
父
）
不
在
の
特
例
か
、
通
常
の
事
例
か
は
検
証
の
必
要
が
あ
る
。 

 
 

酒
井
左
衛
門
尉
は
庄
内
十
七
万
石
藩
主
忠
発
で
、
徳
川
四
天
王
家
の
嫡
流
。 

 
 

奥
平
大
膳
大
夫
は
中
津
十
万
石
藩
主
昌
服
、
祖
父
昌
高
は
真
華
院
と
同
じ
島
津
重
豪
の
子
。 

 
 

小
笠
原
佐
渡
守
は
唐
津
六
万
石
藩
主
長
国
、
先
代
長
和
は
祖
父
保
泰
の
子
で
あ
っ
た
。、 

 
 

松
平
左
衛
門
尉
は
豊
後
府
内
二
万
石
藩
主
近
説
、
桑
名
藩
よ
り
養
子
（
真
田
幸
貫
の
甥
） 

 
 

御
先
手
の
二
名
は
先
手
組
頭
の
旗
本
で
、
大
名
取
次
（
御
用
頼
）
の
役
割
を
果
た
し
た
。
な
お
本
多
左 

京
は
茶
人
で
知
ら
れ
た
旗
本
で
多
方
面
で
活
躍
し
て
い
る
。 

 

６ 

 

一 

八
月
十
日 

 
 

 

金
弐
両
弐
分
ツ
ヽ 

 
 

 

右
御
手
當
被
下
候 

 
 

 

金
弐
両
弐
分
ツ
ヽ 

 
 

 

右
震
災
後
、
難
渋
ニ

も
可
有
之
間
、
拾
ケ
年
賦
拝
借
被
仰
付
候
旨
、
孫
右 

衛
門
申
聞
候
、
同
役
相
之
間
頭
へ
申
通
候 

 

（
注
）
こ
の
「
震
災
」
は
安
政
二
年
の
江
戸
安
政
地
震
か
（
安
政
五
年
二
月
の
飛
騨
北
部
地
震
で
は
な
い
と

思
う
）。
時
期
が
離
れ
す
ぎ
て
い
る
が
、
要
は
特
別
手
当
に
つ
い
て
国
許
と
違
う
何
ら
か
の
名
目
が
必

要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。。 

  

一 

九
月
三
日 

 
 

 

九
月
中
旬
御
逢
日
限 
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（
総
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

十
一
日 

 
 

間
部
下
野
守 

 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
藤
紀
伊
守 

 

様 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
伊
掃
部
頭 

 

様 

 
 

 
 
 
 
 
 

十
三
日 

 
 

松
平
和
泉
守 

 

様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

脇
坂
中
務
大
輔 

様 

 
 
 

右
之
通
被
仰
出
候
ニ
付
、
岩
手
孫
右
衛
門
申
談
候
、
同
役
相
之
間
頭
江

申 

 
 
 

通
之 

 (

注)

同
じ
く
御
乗
出
の
た
め
の
協
力
要
請
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
老
中
等
で
あ
る
が
、
何
故 

 

か
大
老
で
あ
る
井
伊
直
弼
を
同
列
に
取
扱
っ
て
い
る
。
な
お
間
部
は
下
総
守
が
正
当
。 

 
 

間
部
下
野
守
（
下
総
）
は
鯖
江
藩
六
万
石
藩
主
詮
勝
、
安
政
五
年
老
中
再
任
す
る
も
六
年
罷
免 

 
 

内
藤
紀
伊
守
は
村
上
五
万
石
藩
主
信
親
、
嘉
永
四
年
十
一
月
か
ら
文
久
二
年
五
月
ま
で
老
中
。 

 
 

井
伊
掃
部
頭
は
彦
根
三
十
万
石
藩
主
直
弼
、
安
政
五
年
四
月
大
老
就
任
、
万
延
元
年
三
月
暗
殺
さ
る
。 

 
 

松
平
和
泉
守
は
西
尾
六
万
石
藩
主
乗
全
、
井
伊
大
老
の
も
と
、
安
政
五
年
か
ら
万
延
元
年
迄
老
中
。 

 
 

脇
坂
中
務
大
輔
は
龍
野
五
万
一
千
石
藩
主
安
宅
、
安
政
四
年
か
ら
文
久
二
年
老
中
、
そ
の
後
再
任
。 

 
 

 

な
お
嘉
永
か
ら
安
政
に
か
け
て
の
老
中
職
は
次
の
通
り 

 
 

〇
松
平
和
泉
守
乗
全 

 

西
尾
藩 

弘
化
二
年
二
月
～
安
政
二
年
八
月
、 

安
政
五
年
六
月
～
万
延
元
年
四
月 

 
 

〇
内
藤
紀
伊
守
信
親 

 

村
上
藩 

嘉
永
四
年
十
一
月
～
文
久
二
年
五
月 

 
 
 

松
平
伊
賀
守
忠
優 
 

上
田
藩 

嘉
永
元
年
十
月
～
安
政
二
年
八
月 

 
 
 

久
世
大
和
守
広
周 

 

関
宿
藩 

嘉
永
元
年
十
月
か
ら
安
政
五
年
十
月 

安
政
七
年
閏
三
月
～
文
久
二
年
六
月 

 
 
 

堀
田
備
中
守
正
睦 

 

佐
倉
藩 

安
政
二
年
十
月
～
安
政
五
年
六
月 

 
 

〇
脇
坂
中
務
大
輔
安
宅 

龍
野
藩 

安
政
四
年
八
月
～
万
延
元
年
十
一
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
久
二
年
五
月
～
文
久
二
年
九
月 

 
 
 

松
平
伊
賀
守
忠
固 

 

上
田
藩 

安
政
四
年
九
月
～
安
政
五
年
六
月 

 
 
 

太
田
備
後
守
資
始 
 

掛
川
藩 

安
政
五
年
六
月
～
安
政
六
年
七
月 

 
 

〇
間
部
下
総
守
詮
勝 

 

鯖
江
藩 

安
政
五
年
六
月
～
安
政
六
年
十
二
月 

 
 
 

安
藤
対
馬
守
信
正 

磐
城
平
藩 

安
政
七
年
一
月
～
文
久
二
年
四
月 

 

７ 

 

一 

九
月
六
日
明
七
日
引
ケ
後
、
於
中
之
口
御
陸
尺
御
手
廻
り
、
目
見
江

有
之 

候
旨
、
相
之
間
頭
ゟ
申
通
候 

 

一 

同
月
七
日 

 
 

 

於
中
之
口
御
陸
尺
御
手
廻
り
、
目
見
江

相
済
、
名
前
左
之
通 

 
 

 

一 

先
主 

戸
田
采
女
正 

様 
 
 
 

勘
藏
代
り 

政
吉 

 

二
十
五
才 

 

一 

同 
 

松
平
佐
渡
守 

様 
 
 

 

藤
吉
代
り 

米
吉 

 

二
十
八
才 

 

一 

同 
 

松
平
遠
江
守 

様 
 
 
 

清
八
代
り 

安
五
郎 

 

一 

同 
 

石
川
若
狭
守 

様 
 
 
 

源
助
代
り 

定
五
郎 

二
十
五
才 

 
 

 

一 

同 
 

稲
葉
丹
後
守 

様 
 
 
 

 
 
 
 

 

吉
蔵 

 

 

一 

同 
 

青
山
下
野
守 

様 
 
 
 
 
 
 
 

 

定
蔵 

 

二
十
四
才 

８ 
 

 

一 

同 
 

松
平
遠
江
守 

様 
 
 
 

 
 
 
 

 

弥
助 

 

二
十
六
才 

 

 

一 

同 
 

榊
原
式
部
大
輔
様 

 
 
 

 
 
 
 
 

吉
五
郎 

四
十
才 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
添 

 

幸
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部
屋
頭 

 

増
五
郎 

 
 

 
 

〆 

拾
人 

  
 
 
 

御
手
廻
り
御
先
箱
持 

 

一 

先
主 
石
川
主
殿
頭 

様 
 
 
 
 
 
 

 
 

亀
五
郎 

三
十
九
才 

 

一 

同 
 

松
平
遠
江
守 

様 
 
 

 
 
 
 
 
 

清
治 

 

三
十
七
才 

 

一 

同 
 

稲
垣
摂
津
守 

様 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
五
郎 
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一 

同 
 

御
同
所 

 
 

様 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
吉 

 

二
十
五
才 

９ 

 
 
 
 

御
道
具
持 

 

一 
同 

 

脇
坂
中
務
大
輔
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

久
治 

 

三
十
才 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

帰
参
人 

 

由
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 

 

松
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
跡
箱
持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

帰
参
人 

 

文
吉 

 

一 

同 
 

松
平
右
京
亮 
様 

 
 
 

幸
吉
代
り 

源
次 

 
 

 

一 

同 
 

松
平
伊
豆
守 
様 

 
 
 
 
 
 
 
 

新
吉 

 

一 

同 
 

太
田
備
中
守 

様 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳
五
郎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
添 

 

仙
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

部
屋
頭 
 

文
五
郎 

１
０ 

 
 
 
 

〆 

拾
三
人 

 

（
注
）
御
乗
出
の
た
め
の
雇
中
間
等
の
採
用
記
録
。「
先
主
」
は
口
入
屋
（
派
遣
元
）
か
ら
提
示
さ
れ
た
「
履 

歴
書
記
載
の
前
職
」
で
あ
り
、
中
間
頭
が
確
認
提
示
し
、
「
御
供
頭
」
が
中
心
と
な
っ
て
「
御
刀
番
」

「
勘
定
奉
行
」
立
会
い
の
下
で
、
面
接
「
目
見
え
」
を
実
施
の
上
で
決
定
し
た
。 

  

一 

九
月
八
日
、
於
御
年
寄
詰
所
、
被
仰
渡
候
御
用
向
御
座
候
ニ

付
、
罷
出
候 

 
 
 

様
、
岩
手
孫
右
衛
門
申
聞
候
付
、
相
之
間
頭
同
道
ニ
而

罷
出
候
処
、
此
度 

 
 
 

殿
様
御
乗
出
ニ

付
、
勤
方
心
得
之
儀
御
書
付
相
渡
り
候
付
、
右
之
通
相
守 

心
得
違
ひ
無
之
様
、
相
勤
可
申
候
様
、
吉
田
次
郎
右
衛
門
被
仰
渡 

候
上
、
御
条
目
二
巻
・
帳
面
一
冊
、
同
人
ゟ
御
渡
ニ

相
成
候 

 

（
注
）
吉
田
次
郎
右
衛
門
は
名
簿
１
ｈ
御
年
寄
三
百
五
十
石
、

○分
８
大
寄
合
三
百
五
十
石
役
料
百
俵 

  

一 

同
日
、 

殿
様
御
家
格
通
り
之
御
供
ニ
而

、
惣
御
廻
勤
済
迄
之
旨
、
孫
右 

衛
門
申
聞
候 

 

一 

九
月
十
一
日
六
時
打
二
分
御
供
揃
ニ
而

、
表
御
門
ゟ
本
多
左
京
様
御
同
道 

ニ
而

、
間
部
下
総
守
様
・
井
伊
掃
部
頭
様
為
御
逢
被
為
入
、
御
帰
殿
裏
御
門 

ゟ
四
時
前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

阿
部 

１
１ 

 
 
 
 

但
、
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
為
遊
候
段
、
御
年
寄
月
番
へ
申
達
候 

 

（
注
）「
家
格
通
之
御
供
」
と
は
、
当
時
行
列
の
簡
素
化
が
幕
閣
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
よ
う

な
重
要
な
儀
式
行
列
に
つ
い
て
は
本
来
の
十
五
万
石
準
国
主
格
式
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

当
初
九
月
三
日
の
予
定
と
は
内
藤
紀
伊
守
が
違
っ
て
い
る
が
、
以
下
予
定
日
は
若
干
相
違
（
６
参
照
）

し
て
い
る
。
な
お
「
六
時
打
二
分
」
と
は
時
刻
の
端
数
を
示
す
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
詳
。 

 
 

ま
た
「
御
用
口
」
は
、
こ
の
行
列
の
現
場
責
任
者
が
「
阿
部
」（
次
回
は
野
崎
で
原
則
交
代
制
）
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
、
帰
殿
後
に
担
当
年
寄
等
に
報
告
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

一 

九
月
十
三
日
朝
六
半
時
打
二
分
御
供
揃
ニ
而

、
本
多
左
京
様
御
同
道
ニ
而 

 
 

 

松
平
和
泉
守
様
被
仰
込
、
為
御
逢
被
為
入
、
四
時
御
帰
殿 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

野
崎 

  
 

 

九
月
十
八
日 

晴 

 
一 

殿
様
朝
六
半
時
打
二
分
御
供
揃
ニ
而

、
御
先
手
山
田
佐
渡
守
様
御
同
道
ニ 

 
 

 
 

 
而

被
仰
込
、
為
御
逢
内
藤
紀
伊
守
様
・
脇
坂
中
務
大
輔
様
へ
被
為
入
候 

 
 

 

御
帰
殿 

四
半
時 

 
 
 
 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
も
別
条
無
之
段
、
御
年
寄
詰 

所
へ
罷
出
申
達
候 

 
 

御
用
口 

阿
部 
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（
注
）
間
部
・
井
伊
・
松
平
和
泉
守
は
本
多
、
内
藤
・
脇
坂
は
山
田
と
手
分
け
し
て
い
る
。 

  

一 
九
月
十
九
日
、
野
崎
鎌
之
助
年
銀
ニ

付
、
松
本
江

相
談
之
上
今
日
岩
手
孫 

右
衛
門
内
談
之
上
、
差
出
申
候 

 

（
注
）「
年
銀
」
の
意
味
は
不
詳
で
あ
る
が
、
３
１
で
は
九
月
は
却
下
さ
れ
、
翌
正
月
に
再
提
出
し
て
い
る 

 
 

が
、
役
料
の
加
算
か
、
或
い
は
永
年
勤
務
に
対
す
る
報
奨
金
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
４
０ 

で
は
池
沢
に
対
す
る
願
書
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
年
限
」
に
近
い
表
記
に
な
っ
て
い
る
。 

 

１
２ 

 

一 

九
月
廿
三
日
、
御
乗
物
出
来
栄
見
分
有
之
、
罷
出
見
分
相
済 

 

（
注
）
こ
こ
ま
で
の
行
列
は
老
中
方
に
対
す
る
事
前
訪
問
で
、
本
番
は
将
軍
御
目
見
の
登
城
で
あ
り
、
そ
の 

 
 

時
に
使
用
す
る
「
御
乗
物
」
の
最
終
点
検
で
あ
る
。 

  

一 

安
政
六
未
年
九
月
八
日
、
御
用
番
間
部
下
総
守
様
御
表
江

差
出
候
処
、
同 

 
 
 

月
廿
九
日
夕
御
呼
出
ニ
而

、
御
用
人
河
口
市
之
進
ヲ
以
、
御
附
札
済
御
渡
、 

 
 
 

立
戻
ニ
而

御
受
相
勤
候 

 
 

 
 
 

私
、
長
柄
傘
持
・
草
履
取
・
率
馬
口
附
共
、
先
前
ゟ
譜
代
之
者
ニ
而

平 

日
刀
為
指
召
連
候
処
、
省
略
中
脇
差
斗
為
指
召
連
候
得
共
、
以
来
式 

立
候
節
者

、
刀
為
指
召
連
申
候
、
追
而

先
規
之
通
相
復
候
、
猶
又
御
届 

可
申
上
候
、
此
段
奉
伺
候 

以
上 

 

九
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
名 

 
 
 
 

可
為
伺
之
通
候
、
尤
綿
服
ニ
而

、
侍
分
之
者
ニ

不
紛
様
致
、
可
被
召
連
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
準
） 

 
 
 
 

右
之
通
ニ

御
下
ケ
札
ニ

相
成
候
旨
、
久
城
隼
輔
ゟ
相
渡
候 

 

（
注
）
柳
澤
家
で
は
長
柄
持
等
の
者
も
譜
代
で
あ
り
、
本
来
刀
を
差
す
べ
き
者
で
あ
る
と
こ
ろ
、
今
ま
で
脇 

差
に
省
略
し
て
い
た
が
、
正
式
の
行
列
に
つ
い
て
は
刀
に
戻
し
た
い
と
の
申
請
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し 

て
老
中
よ
り
、
彼
等
は
譜
代
で
あ
っ
て
も
士
分
で
は
な
い
の
で
、
刀
を
差
す
の
は
良
い
が
士
分
と
混
同 

し
な
い
よ
う
服
装
（
絹
布
で
は
な
く
綿
布
）
で
区
別
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
あ
っ
た
も
の
。
な
お
刀 

と
脇
差
は
一
般
的
に
刀
身
長
（
二
尺
）
で
区
分
さ
れ
、
身
分
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
。 

 

１
３ 

 

一 

九
月
廿
九
日
、
御
廻
勤
御
名
前
帳
、
御
刀
番
ゟ
相
渡
、
早
々
御
順
相
調 

差
出
候
様
与

之
儀
ニ

付
、
同
役
相
之
間
頭
相
談
之
上
取
調
、
廿
日
内
田
収
助 

江

差
出
之 

 

（
注
）
御
廻
勤
（
大
名
へ
の
挨
拶
回
）
名
簿
に
よ
り
、
そ
の
順
路
を
検
討
の
上
で
御
刀
番
に
渡
し
た
も
の
で 

あ
る
が
、
九
月
二
十
九
日
は
九
日
の
誤
記
か
。 

  
 
 
 
 
 

（
暁
） 

 

一 

十
月
朔
日
焼
七
半
時
御
供
揃
ニ
而

、
奥
平
大
膳
大
夫
様
表
御
門
江

被
為
入 

六
時
御
供
揃
ニ
而

大
膳
大
夫
様
御
同
道
、
御
本
丸
御
登 

城
、
始
而

御
目 

見
へ
、
御
退
出
ゟ
御
老
若
様
方
御
廻
勤
被
遊
候
、
御
帰
殿
八
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

御
用
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
崎 

 

但
、
御
帰
掛
稲
荷
御
参
詣
被
遊
候 

五
時
参
着
割
子 

 

（
注
）
初
御
目
見
に
当
た
り
、
重
頼
（
５
参
照
）
で
あ
る
奥
平
大
膳
大
夫
同
道
付
添
で
、
登
城
し
た
も
の
。 

 
 

な
お
当
時
奥
平
大
膳
大
夫
は
酒
井
左
衛
門
尉
と
並
ん
で
帝
鑑
之
間
席
取
締
で
あ
っ
た
（
３
３
参
照
）。 
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御
廻
勤
御
順
左
之
通 

  
 
 
 

遠
藤
但
馬
守 

様 
 
 
 
 

本
多
越
中
守 

様 

 
 
 
 

脇
坂
中
務
大
輔 

様 
 
 
 

酒
井
右
京
亮 

様 

 
 
 
 

水
野
出
羽
守 

様 
 
 
 
 

内
藤
紀
伊
守 

様 

 
 
 
 

松
平
和
泉
守 

様 
 
 
 
 

安
藤
對
馬
守 

様 

 
 
 
 

牧
野
遠
江
守 

様 
 
 
 
 

間
部
下
総
守 

様 

 
 
 
 

稲
垣
長
門
守 
様 

 

（
注
）
概
ね
老
中
・
若
年
寄
を
廻
勤
し
た
も
の
だ
が
井
伊
掃
部
頭
は
別
格
か
。 

 
 

当
時
老
中
職
〇
に
つ
い
て
は
６
（
注
）
を
再
掲 

 
 
 
 

遠
藤
但
馬
守
は
三
上
一
万
二
千
石
藩
主
胤
統
、
若
年
寄
等
を
歴
任
し
た
。 

 
 
 

 

本
多
越
中
守
は
陸
奥
泉
二
万
石
藩
主
忠
徳
、
若
年
寄
と
な
っ
た
。
正
室
妙
芳
院
馨
子
が
保
泰
娘
、 

 
 
 

〇
脇
坂
中
務
大
輔
は
龍
野
五
万
一
千
石
藩
主
安
宅
、
安
政
四
年
か
ら
文
久
二
年
老
中
、
そ
の
後
再
任
。 

 
 
 
 

酒
井
右
京
亮
は
敦
賀
一
万
石
藩
主
忠
毗
、
若
年
寄
を
歴
任
し
た
。 

 
 
 

 

水
野
出
羽
守
は
沼
津
五
万
石
藩
主
忠
寛
、
安
政
五
年
家
督
、
奏
者
番
か
ら
側
用
人
。 

 
 
 

〇
内
藤
紀
伊
守
は
村
上
五
万
石
藩
主
信
親
、
嘉
永
四
年
十
一
月
か
ら
文
久
二
年
五
月
ま
で
老
中 

 
 
 

〇
松
平
和
泉
守
は
西
尾
六
万
石
藩
主
乗
全
、
井
伊
大
老
の
も
と
、
安
政
五
年
か
ら
万
延
元
年
迄
老
中
。 

 
 
 
 

安
藤
對
馬
守
は
磐
城
平
六
万
七
千
石
藩
主
信
正
、
安
政
七
年
老
中
、
坂
下
門
外
の
変
で
負
傷
失
脚
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
政
六
年
当
時
は
勝
手
掛
若
年
寄
で
信
睦
と
名
乗
っ
て
い
た
。 

 
 
 
 

牧
野
遠
江
守
は
小
諸
一
万
五
千
石
藩
主
康
哉
、
安
政
五
年
に
若
年
寄
。 

 
 

 

〇
間
部
下
野
（
下
総
）
守
は
鯖
江
藩
六
万
石
藩
主
詮
勝
、
安
政
五
年
老
中
再
任
す
る
も
六
年
罷
免 

 
 
 

 

稲
垣
長
門
守
は
近
江
山
上
一
万
三
千
石
藩
主
太
篤
、
安
政
五
年
に
若
年
寄
。 

 

１
４ 

 

一 

十
月
七
日
六
時
御
供
揃
ニ
而

、
内
藤
紀
伊
守
様
御
對
客
被
遊
御
勤
、
五
時 

御
帰
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

御
用
口 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部 

 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
候
段 

御
年
寄
月
番
へ
申
達
候 

  

一 

同
月
十
七
日
、
明
十
八
日
五
半
時
御
供
揃
ニ
而

殿
様
、
上
野
御
宮
へ
御
参
詣 

 
 

 

被
仰
出
候
処
、
夕
七
時
過
ゟ
御
本
丸
ゟ
出
火
有
之
候
ニ

付
、
御
出
御
延
引 

被
仰
出
候 

  

一 

同
月
廿
一
日
、
今
日
今
田
七
郎
為
代
、
平
野
美
之
助
御
供
目
付
被
仰
付
候 

付
、
吹
聴
頼
旁
々
被
参
候 

 

（
注
）
今
田
七
郎
は
○分
２
０
２
書
院
詰
七
十
石
、
江
戸
藩
士
名
簿
で
は
２
５
ｈ
大
小
姓
席
。
平
野
美
之
助
は 

○分
３
８
６
大
小
姓
席
四
十
石
、
同
じ
く
２
７
ｂ
御
徒
目
付
。
御
徒
目
付
（
下
士
）
か
ら
大
小
姓
席
に
ふ 

さ
わ
し
い
御
供
目
付
に
昇
進
し
た
も
の
。 

  

一 

十
一
月
三
日 

 
 

 

殿
様
五
半
時
御
供
揃
ニ
而

、
上
野
御
宮
・
惣
御
霊
屋
・
日
光
准
后
様
へ
被 

為
入
、
寒
松
院
へ
御
立
寄
、
御
帰
殿
七
時
過 

 

１
５ 

 
 
 
 
 
 
 

（「
能
」
脱
） 

 
 
 
 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条 

無
之
段
、
御
年
寄
月
番
へ
申
達
候 

 
（
注
）
上
野
御
宮
は
寛
永
寺
文
殊
楼
の
西
入
に
あ
る
東
照
宮
。
日
光
准
后
は
輪
王
寺
宮
門
跡
（
寛
永
寺
貫
主
）。 

  
 

 

同
日 

 

一 

殿
様
御
参
詣
并

御
勤
御
順
如
左 

 
 

 

御
宮
御
参
詣
、
靍
之
御
門
御
出
祓
、
夫
ゟ 
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大
猷
院 

様 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

厳
有
院 

様 
 
 
 

 

 
 
 
 

浚
明
院 

様 
 
 
 

御
霊
屋
御
参
詣
夫
ゟ 

 
 
 
 

文
恭
院 

様 

 
 
 
 
 

但
、
右 

 
 
 
 
 
 

 
御
四
方
様
御
相
殿 

  
 
 
 

常
憲
院 

様 
 

 
 
 
  

有
徳
院 

様 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

温
恭
院 

様 

 
 
 
 

孝
恭
院 

様 

 
 
 
 
 
 
 

但
、
右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
方
々
様
御
相
殿
并

御
別
當
如
左 

１
６ 

 
 
 
 

大
猷
院 

様 

御
別
當 

 
 
 
 

文
恭
院 

様 
 
 

霊
山
院 

 

 
 

 
 
 
 

厳
有
院 

様 

御
別
當 

 
 
 

 

 
 
 
 

浚
明
院 

様 
 
 

津
梁
院 

  
 
 
 

常
憲
院 

様 
 

 
 
 
  

有
徳
院 

様 

御
別
當 

 
 
 

 

 
 
 
 

温
恭
院 

様 
 
 

大
慈
院 

 
 
 
 

孝
恭
院 

様 

 
 
 
 

右
之
通
、
大
慈
院
ゟ
申
し
参
り
候 

  

一 

十
一
月
七
日 

 
 
 

殿
様
五
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 
 

増
上
寺 

 
 
 

安
国
殿 

１
７ 

 
 

 
 

台
徳
院 

様 

 
 
 
 

文
昭
院 

様 

慎
徳
院 

様 
 

御
相
殿 

 

有
章
院 

様 
 

 
 
 
 

惇
信
院 

様 
 

御
相
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方
丈 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

月
界
院 

 

（
注
）
徳
川
将
軍
の
菩
提
寺
・
院
号
は
次
の
通
り 

初
代 

 

家
康 

久
能
山
・
日
光
東
照
宮 

四
月
十
六
日 

 
 

安
国
院
・
東
照
大
権
現 

 
 

二
代 

 

秀
忠 

増
上
寺 

 
 
 
 
 
 

七
月
廿
七
日 

 
 

台
徳
院 

 
 

三
代 

 

家
光 

日
光
山
・
寛
永
寺 

 
 

四
月
廿
日 

 
 
 

大
猷
院 

 
 

四
代 

 

家
綱 

寛
永
寺 

 
 
 
 
 
 

五
月
八
日 

 
 
 

厳
有
院 

 
 

五
代 

 

綱
吉 

寛
永
寺 

 
 
 
 
 
 

一
月
十
日 

 
 
 

常
憲
院 

 
 

六
代 

 

家
宣 

増
上
寺 

 
 
 
 
 
 

十
月
十
四
日 

 
 

文
昭
院 

 
 

七
代 

 

家
継 

増
上
寺 

 
 
 
 
 
 

四
月
三
十
日 

 
 

有
章
院 

 
 

八
代 

 

吉
宗 

寛
永
寺 

 
 
 
 
 
 

九
月
廿
五
日 

 
 

有
徳
院 

 
 

九
代 

 

家
重 

増
上
寺 

 
 
 
 
 
 

五
月
十
三
日 

 
 

惇
信
院 

 
 

十
代 

 

家
治 

寛
永
寺 

 
 
 
 
 
 

九
月
八
日 

 
 
 

浚
明
院 

 
 

十
一
代 
家
斉 

寛
永
寺 

 
 
 
 
 
 

四
月
二
日 

 
 
 

文
恭
院 

 
 

十
二
代 

家
慶 
増
上
寺 

 
 
 
 
 
 

七
月
二
十
二
日 

 

慎
徳
院 

 
 

十
三
代 

家
定 

寛
永
寺 

 
 
 
 
 
 

八
月
八
日 

 
 
 

温
恭
院 
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十
四
代 

家
茂 

増
上
寺 

 
 
 
 
 
 

八
月
廿
日 

 
 
 

昭
徳
院 

 
 

十
五
代 

慶
喜 

 
 

な
お
孝
恭
院
殿
家
基
は
第
十
代
将
軍
家
治
の
嗣
子
で
、
有
能
な
人
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、 

安
永
八
（
１
７
７
９
）
年
二
月
二
十
四
日
に
享
年
十
八
歳
で
急
死
し
た
。
家
治
の
後
継
者
は
一
橋
家 

出
身
の
家
斉
が
十
一
代
将
軍
と
な
っ
た
が
、
家
基
は
特
に
将
軍
に
準
じ
て
扱
わ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

松
平
修
理
大
夫 

様 
 
 

 

薩
摩
藩 

 

芝
し
ん
ば
ば 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
馬
中
務
大
輔 

様 
 
 
 

久
留
米
藩 

三
田
通
右
角 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
藤
金
一
郎 

 

様 
 
 
 

拳
母
藩 

 

三
田
西
国
丁 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

青
木
源
五
郎 

 

様 
 
 
 

麻
田
藩 

 

三
田
古
川
端 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

保
科
弾
正
忠 

 

様 
 
 
 

飯
野
藩 

 

芝
新
堀
端 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
山
城
守 

 
様 

 
 
 

上
山
藩 

 

三
田
新
堀
端 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

芝 

御
屋
敷 

１
８ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒
田
甲
斐
守 

 

様 
 
 

 
秋
月
藩 

 

芝
新
堀 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

戸
沢
上
総
守 

 

様 
 
 

 

新
庄
藩 

 

芝
飯
倉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

片
桐
石
見
守 
 

様 
 
 
 

小
泉
藩 

 
愛
宕
下 

右
之
通
御
廻
勤
被
遊
、
七
半
時
過 

 
 
 

御
帰
殿 

 
 
 
 
 
 
 

 

御
用
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

阿
部 

 
 
 
 

但
、
芝
屋
敷
へ
割
子
四
半
時
参
着 

 
 
 
 
 
 

殿
様
、
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

御
年
寄
月
番
宅
へ
罷
出
、
申
達
候 

 

（
注
）
こ
れ
ら
の
諸
大
名
上
屋
敷
は
芝
・
三
田
に
集
中
し
て
お
り
、
芝
中
屋
敷
を
拠
点
と
し
て
の
廻
勤
。 

  

一 

十
一
月
十
一
日
四
半
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 
 
 
 
 

（「
州
」
脱
） 

 
 

 

殿
様
、
山
田
佐
渡
守
様
御
同
道
ニ
而

、
紀
州
様
・
尾
様
・
水
戸
様
御
勤
被
遊 

八
半
時 

御
帰
殿 

 
 

 
 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条
無
之
段
、 

御
年
寄
月
番
申
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
９ 

 

一 

同
月
十
三
日
五
時
御
供
揃
ニ
而

、
松
平
讃
岐
守
様
・
松
平
播
磨
守
様
・
松
平 

大
学
様
、
駒
込
御
屋
敷
ニ
而

御
支
度
、
夫
ゟ
賀 

中
納
言
様
・
松
平
飛
騨
守 

様
・
松
平
大
蔵
大
輔
様
御
勤
仕
廻
、
七
半
時
過 

御
帰
殿 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

御
用
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

阿
部 

 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条
無
之
段
、 

御
年
寄
月
番
へ
罷
出
申
達
候
、
割
子
駒
込
へ
四
時
参
着 

 

（
注
）
高
松
藩
（
小
石
川
）
、
府
中
藩
（
伝
通
い
ん
）、
守
山
藩
（
大
塚
吹
上
）、
加
賀
藩
（
本
郷
）、
大
聖
寺 

藩
（
下
谷
池
端
）、
富
山
藩
（
池
之
端
）
江
戸
北
部
方
面
。
駒
込
屋
敷
は
六
義
園
隣
接
の
藩
邸
。 

  

一 

同
十
四
日
、
昨
日
之
手
御
勤
、
殊
ニ

遠
方
之
儀
ニ

付
、
少
々
刻
限
ニ

ハ
相
當 

り
不
申
候
得
共
、
下
行
申
達
候
処
、
御
聞
済
之
旨
、
岩
手
孫
右
衛
門
申
談 

之 

 

（
注
）
下
行
は
特
別
に
銭
・
米
等
を
与
え
て
慰
労
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
は
七
半
時
で
は
そ
の
対
象
に
は
な 

ら
な
い
が
、
遠
方
出
張
を
考
慮
し
て
規
定
外
の
措
置
を
求
め
た
も
の
。 

  

一 

同
月
十
六
日
五
半
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

小
笠
原
佐
渡
守 

様 
 
 
 

唐
津
藩 

 

外
櫻
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
伯
耆
守 

 

様 
 
 
 

宮
津
藩 

 

虎
ノ
門 
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九
鬼
啓
之
助 

 

様 
 
 
 

三
田
藩 

 

霞
が
関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹
羽
左
京
大
夫 

様 
 
 
 

二
本
松
藩 

永
田
は
ら 

２
０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
王 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
部
筑
前
守 

 

様 
 
 
 

岸
和
田
藩 

 

山
王
隣 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

松
平
出
羽
守 

 

様 
 
 
 

松
江
藩 

 

赤
坂
御
門
内 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

稲
垣
信
濃
守 

 

様 
 
 
 

鳥
羽
藩 

 

麹
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
摂
津
守 

 

様 
 
 

 

小
幡
藩 

 

四
谷
御
門
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
秀
麿 

 
 

様 
 
 
 
 

高
須
藩 

 

四
谷
い
か
町 

 
 
 
 
 
 
 

御
支
度 

 
 

月
桂
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市
谷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
佐
渡
守 

 

様 
 
 
 

広
瀬
藩 

 

四
谷
御
門
内 

 
 
 

右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
、
七
半
時 

御
帰
殿 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
崎 

 
 
 
 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

御
年
寄
月
番
へ
申
達
候
、
割
子
月
桂
寺
へ
四
半
時
参
着 

 

（
注
）
三
田
藩
主
長
門
守
精
隆
が
安
政
六
年
八
月
急
死
、
九
月
十
八
日
に
綾
部
藩
か
ら
啓
之
助
（
隆
義
）
を 

末
期
養
子
と
し
て
迎
え
た
。
月
桂
寺
は
吉
保
父
安
忠
以
来
の
江
戸
に
お
け
る
柳
澤
家
菩
提
寺
。 

２
１ 

 

一 

同
月
十
八
日
四
半
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
庄
宮
内
少
輔 

様 
 
 
 

高
富
藩 

 

市
谷
橋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
多
越
中
守 

 

様 
 
 
 

泉
藩 

 
 

日
比
谷
御
門
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
下
総
守 

 

様 
 
 
 

忍
藩 

 
 

馬
場
先
内 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

松
平
肥
後
守 

 

様 
 
 
 

会
津
藩 

 

和
田
倉
御
門
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

脇
坂
淡
路
守 

 

様 
 
 

   

龍
野
藩 

 

芝
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒
井
雅
樂
頭 

 

様   
  
   

姫
路
藩 

 

大
手
向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
笠
原
右
近
将
監
様 

 
 

 
 

小
倉
藩 

 

神
田
橋 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

酒
井
左
衛
門
尉 

様 
 
 

 
 

庄
内
藩 

 

神
田
橋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
多
豊
後
守 

 

様 
 
 
 

 

飯
山
藩 

 

小
川
町    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

板
倉
主
計
頭 

 

様 
 
 
 
 

安
中
藩 

 

一
ツ
橋
門
外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

榊
原
式
部
大
輔 

様 
 
 
 

 

高
田
藩 

 

一
ツ
橋
外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
豊
前
守 

 

様 
 
 

 
 

亀
山
藩 

 

一
ツ
橋
外 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

森
川
出
羽
守 

 

様 
 
 

 
 

生
実
藩 

 

小
川
町 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

松
平
織
部
正 

 

様 
 
 
 

 

大
多
喜
藩 

駿
河
台 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

稲
葉
長
門
守 

 

様 
 
 

 
 

淀
藩 

 
 

小
川
町 

２
２ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

松
平
左
衛
門
尉 

様 
 
 

 
 

府
内
藩 

 

筋
違
橋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
伊
豫
守 

 

様 
 
 

 
 

福
山
藩 

 

昌
平
橋
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

青
山
下
野
守 

 

様 
 
 
 
 

篠
山
藩 

 

す
じ
か
い
内 

 
 

 

右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
七
半
時
前 

御
帰
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部 

 
 
 
 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

月
番
御
年
寄
へ
申
達
候 

  

一 

同
十
九
日
四
半
時
御
供
揃
ニ
而

、
御
供
相
揃
候
処
、
御
延
引
被
仰
出
候 

 

一 

同
廿
六
日
四
半
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 

２
３ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

鍋
嶋
加
賀
守 

 

様 
 
 

 
 

小
城
藩 

 

幸
ば
し
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
周
防
守 

 

様 
 
 
 

 

棚
倉
藩 

 

木
挽
町
五
丁 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

諏
訪
因
幡
守 

 

様 
 
 
 
 

高
島
藩 

 

西
ノ
丸
下 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

奥
平
大
膳
大
夫 

様 
 
 
 
 

中
津
藩 

 

木
挽
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
陸
奥
守 

 

様 
 
 
 
 

仙
台
藩 

 

芝
口
三
丁 
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大
久
保
加
賀
守 

様 
 
 

 
 

小
田
原
藩 

増
上
寺
海
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
馬
左
兵
衛
佐 

様 
 
 
 

 

丸
岡
藩 

 

芝
宇
田
川
丁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

柳
生
對
馬
守 

 

様 
 
 
 

 

柳
生
藩 

 

増
上
寺
裏
門
前 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

秋
田
安
房
守 

 

様 
 
 
 

 

三
春
藩 

 

愛
宕
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
隠
岐
守 

 

様 
 
 

伊
予
松
山
藩 

 

あ
た
こ
の
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

牧
野
備
前
守 

 

様 
 
 

 
 

長
岡
藩 

 

あ
た
き
丁 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

加
藤
越
中
守 

 

様 
 
 
 

 

水
口
藩 

 

藪
小
路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
田
大
膳
大
夫 

様 
 
 

 
 

高
家
旗
本 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

堀
田
豊
前
守 

 

様 
 
 
 

 

宮
川
藩 

 

愛
宕
下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
柳
對
馬
守 

 

様 
 
 

 
 

小
野
藩 

 

愛
宕
下 

２
４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

稲
葉
伊
豫
守 

 
様 

 
 
 

 

臼
杵
藩 

 

新
橋
外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
極
佐
渡
守 

 

様 
 
 

 
 

丸
亀
藩 

 

新
シ
橋
外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀
井
隠
岐
守 

 

様 
 
 

 
 

津
和
野
藩 

外
桜
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

真
田
信
濃
守 

 

様 
 
 

 
 

松
代
藩 

 

外
桜
田 

 
 

右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
、
八
半
時 

御
帰
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

阿
部 

 
 
 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
遊
御
帰
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

御
年
寄
月
番
宅
へ
罷
出
申
達
候
、
今
日
御
出
被
仰
出
候
処
、 

大
風
ニ

付
下
部
者
へ
、
御
酒
代
被
下
置
候
様
仕
度 

御
刀
番
へ
此
方
ゟ
申
出
候
処
、
御
思
召
ニ
而

御
手
許
ゟ 

被
下
置
候
旨
、
御
刀
番
ゟ
申
談
候 

 
 
 
 

左
之
通 

 

御
酒
・
御
吸
物
・
御
肴
二
種 

 

百
四
十
八
文
ツ
ヽ 

 
 

七
十
二
文
ツ
ヽ 

 
 
 

御
用
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
草
り
役 

 
 
 
 
 

同
心 

 
 
 

御
刀
番 

 
 
 
 
 

 
 
 

小
人
目
付 

 
 
 
 
 

御
陸
尺 

 
 
 

御
簾
役 

 
 
 

 
 
 
 
 

御
厩
小
頭 

 
 
 
 
 

御
手
廻 

 
 
 

相
之
間
頭 

 
 
 

 
 
 
 

御
駕
籠
小
頭 

 
 
 
 

 

 
 
 

御
駕
籠
脇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

四
十
八
文
ツ
ヽ 

 
 
 

御
供
目
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

中
間 

 
 
 

御
徒
目
付 

 
 
 

相
之
間 

 

２
５ 

 

一 

同
月
廿
八
日
五
半
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
兵
部
大
輔 

様 
 
 
 

 

明
石
藩 

 

半
蔵
門
外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

堀
田
摂
津
守 

 

様 
 
 
 

 

佐
野
藩 

 

三
番
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

板
倉
内
膳
正 

 

様 
 
 

 
 

福
島
藩 

 

土
手
四
番
町 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

田
沼
玄
番
頭 

 

様 
 
 
 

 

相
良
藩 

 

飯
田
町
も
ち
木 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

米
倉
丹
後
守 

 

様 
 
 

 
 

六
浦
藩 

 

牛
込
御
門
外 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
大
炊
頭 

 

様 
 
 

 
 

宍
戸
藩 

 

目
白
台 

 
 
 
 

御
支
度 

 
 
 

龍
興
寺 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

小
石
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒
井
若
狭
守 

 

様 
 
 
 

 

小
浜
藩 

 

牛
込 

 
 

 

右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
候
、
七
半
時 

御
帰
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

御
用
口 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

の
崎 

 
 

 
 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条 

無
之
段
申
達
候 

割
子
四
時
参
着 

 

（
注
）「
龍
興
寺
」
は
吉
里
生
母
染
子
の
菩
提
寺
。 

 

２
６ 

 

一 

同
月
廿
九
日
四
時
御
供
揃
ニ
而 
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松
平
右
近
将
監 

様 
 
 
 

 

浜
田
藩 

 

西
久
保 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

土
岐
美
濃
守 

 

様 
 
 
 

 

沼
田
藩 

 

江
戸
見
坂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
部
遠
江
守 

 

様 
 
 
 

 

八
戸
藩 

 

麻
布
市
兵
衛
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
杉
駿
河
守 

 

様 
 
 
 

 

米
澤
新
田
藩 

飯
倉
片
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
田
鍋
太
郎 

 

様 
 
 

 
 

旗
本 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
笠
原
近
江
守 

様 
 
 
 

小
倉
新
田
藩 

麻
布
ひ
か
く
ぼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
達
遠
江
守 

 

様 
 
 
 

 

宇
和
島
藩 

 

麻
布
竜
土 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
兵
部
少
輔 

様 
 
 

 
 

奥
殿
藩 

 

麻
布
竜
土 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
藤
鎮
若 

 
 

様 
 
 
 

 

湯
長
谷
藩 

麻
布
百
姓
町 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
部
美
濃
守 

 

様 
 
 
 

 

盛
岡
藩 

 

外
桜
田 

 
 
 
 
 

御
支
度 

 
 
 

光
林
寺 

 
 

 
 

右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
候
、
七
時 

御
帰
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

阿
部 

２
７ 

 
 
 
 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

御
年
寄
月
番
へ
申
達
候
、
光
林
寺
へ
割
子
四
半
時
参
着 

 

（
注
）
湯
長
谷
藩
主
内
藤
政
恒
が
安
政
六
月
十
月
死
亡
の
た
め
、
急
遽
養
子
政
敏
が
継
承
し
た
が
、
そ
の
幼 

名
が
「
静
若
」
と
さ
れ
る
。
光
林
寺
は
吉
里
正
室
円
徳
院
頼
子
の
菩
提
寺
。 

  
 

 

十
二
月
三
日
四
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

松
平
左
京
大
夫 

様 
 
 
 

 

西
条
藩 

 

青
山
百
人
町 

 
 
 
 

戸
田
采
女
正 

 

様 
 
 

 
 

大
垣
藩 

 

溜
池 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

松
平
悦
之
進 

 

様 
 
 
 

 

母
里
藩 

 

青
山
久
保
町 

 
 
 
 

松
平
實
之
助 

 

様 
 
 
 

 

糸
魚
川
藩 

溜
池
上 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

松
平
左
兵
衛
督 

様 
 
 
 

 

吉
井
藩 

 

赤
坂
薬
研
堀 

 
 
 
 
 

松
平
大
和
守 

 

様 
 
 

 
 

川
越
藩 

 

溜
池 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

竹
腰
兵
部
少
輔 

様 
 
 

（
附
）
今
尾 

 

赤
坂
御
門
外 

 
 
 

松
平
肥
前
守 

 

様 
 
 
 

 

佐
賀
藩 

 

山
下
御
門
内 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

水
野
日
向
守 

 

様 
 
 
 

 

結
城
藩 

 

赤
坂
な
ん
ぶ
坂 

 
 

 

右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
、
御
帰
殿 

八
半
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

野
崎 

 
 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
、
御
供
先
別
条
無
之
段
申
達
候 

 
 
 
 
 

四
番
御
箱
少
々
損
候
ニ
付
、
御
帰
之
上
大
目
付
へ
申
達
候 

 

２
８ 

 
 

 

十
二
月
四
日
四
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

本
多
伊
豫
守 

 

様 
 
 

 
 

神
戸
藩 

 

神
田
橋
外 

 

佐
竹
右
京
大
夫 

様 
 
 
 

 

久
保
田
藩 

下
谷
七
軒
町 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

建
部
内
匠
頭 

 

様 
 
 
 
 

林
田
藩 

 

飯
田
町
も
ち
木 

酒
井
大
学
頭 

 

様 
 
 

出
羽
松
山
藩 

  

浅
草
七
軒
町 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

堀 

丹
波
守 

 

様 
 
 
 

 

村
松
藩 

 

下
谷
広
小
路 

 

御
支
度 

 

彰
太
郎
様 

 
 

 
 
 

三
日
市
藩 

下
谷
三
味
線
堀 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

黒
田
伊
勢
守 

 

様 
 
 
 

 

久
留
里
藩 

下
谷
大
名
小
路 

 
 
 
 
 

井
伊
兵
部
少
輔 

様 
 
 
 

 

与
坂
藩 

 

向
柳
原 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

石
川
主
殿
頭 

 

様 
 
 

伊
勢
亀
山
藩 

 

下
谷
大
名
小
路 

 
 
 
 
 

宗 

對
馬
守 

 

様 
 
 

 
 

対
馬
藩 

 

向
柳
原 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

鳥
居
丹
波
守 

 

様 
 
 
 
 

壬
生
藩 

 

下
谷
広
小
路 

 
 
 
 

藤
堂
佐
渡
守 

 

様 
 
 

 
 

久
居
藩 

 

向
柳
原 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

立
花
飛
騨
守 

 

様 
 
 

 
 

柳
河
藩 

 

下
谷
徒
町 

 
 

藤
堂
和
泉
守 

 

様 
 
 
 

 

津
藩 

 
 

向
柳
原 

 
 

 

右
之
通
御
廻
勤
被
遊
候
、
七
半
時 

御
帰
殿 
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御
用
口 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

阿
部 

 
 
 
 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
遊
御
帰
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

御
年
寄
月
番
宅
へ
罷
出
、
申
達
候 

 
 
 
 
 
 

割
子
四
半
時
下
谷
様
へ
参
着 

 

（
注
）
下
谷
様
は
三
日
市
藩
上
屋
敷
が
浅
草
下
谷
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
略
称
と
な
っ
て
お
り
、
彰 

太
郎
様
と
同
義
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
９ 

 
 

 

十
二
月
十
六
日
四
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 

 
 
 
 

 
 

本
多
主
膳
正 

 
様 

 
 
 
 

膳
所
藩 

 

南
八
丁
堀 

 
 
 
 
 

井
上
河
内
守 

 

様 
 
 
 
 

浜
松
藩 

 

は
ま
丁 

 
 
 
 

 
 
 
 

松
平
遠
江
守 

 

様 
 
 
 
 
尼
崎
藩 

 

鉄
砲
洲 

 
 
 
 
 
 
 
 

堀
田
鴻
之
助 

 

様 
 
 
 
 

佐
倉
藩 

 

は
ま
丁 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

中
川
修
理
大
夫 

様 
 
 
 
 

岡
藩 

 
 

鉄
砲
洲 

 
 
 
 
 

松
浦
豊
後
守 

 

様 
 
 

平
戸
新
田
藩 

 
 

大
川
ば
た 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

松
平
越
中
守 

 

様 
    

  
 
 

桑
名
藩 

 

北
八
丁
ぼ
り 

 
 
 
 
 

津
軽
土
佐
守 

 

様 
 
 
 
 

弘
前
藩 

 

本
所
二
ツ
目 

 
 
 
 

 
 
 
 

本
多
肥
後
守 

 

様 
 
 
 
 

山
崎
藩 

 

は
ま
丁 

 
 

御
支
度 

 
 

浄
心
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 

本
所
平
野 

 
 
 
 

 
 
 
 

小
笠
原
左
衛
門
佐
様 

 
 
 
 

勝
山
藩 

 

は
ま
丁 

 
 

 

右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
、
七
時 

御
帰
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

御
用
口 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

野
崎 

 
 
 
 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
遊
御
帰
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

御
年
寄
月
番
へ
申
達
候 

 

（
注
）
佐
倉
藩
主
堀
田
正
倫
（
鴻
之
丞
）
は
、
安
政
六
年
九
月
元
老
中
筆
頭
正
睦
の
強
制
隠
居
の
後
を
継
承
。 

 
 

浄
心
寺
は
信
鴻
正
室
本
具
院
幾
子
等
の
菩
提
寺
。 

  
 

 

同
月
十
八
日
四
半
時
御
供
揃
ニ
而 

３
０ 

 
 
 
 

 
 
 
 

伊
東
修
理
大
夫 

様 
 
 
 
 

飫
肥
藩 

 

外
桜
田 

 
 
 
 
 

松
平
相
模
守 

 

様 
 
 
 
 

鳥
取
藩 

 

八
重
洲
河
岸 

 
 

 
 

 
 
 
 

北
條
美
濃
守 

 

様 
 
 
 
 

狭
山
藩 

 

外
桜
田 

 
 
 
 
 

松
平
土
佐
守 

 

様 
 
 
 
 

土
佐
藩 

 

鍛
冶
橋
内 

 
 
 
 

 
 
 
 

久
世
大
和
守 

 

様 
 
 
 
 

 

関
宿
藩 

 

外
桜
田 

 
 

 
 
 

松
平
内
蔵
頭 

 

様 
 
 
 
 

 

岡
山
藩 

 

大
名
小
路 

 
 

 
 

 
 

 
  

松
平
大
膳
大
夫 

様 
 
 
 
 
 

長
州
藩 

 

日
比
谷
御
門
内 

 
 
 
 
 

松
平
主
水
正 

 

様 
 

 
 
 
 

西
尾
藩 

 

木
挽
丁 

 
 
 
 
 
    

   

板
倉
周
防
守 

 

様 
 
 
 
 

備
中
松
山
藩 

 

外
桜
田 

 
 

 
 
 
 
 

松
平
三
河
守 

 

様 
 
  
  
  

  
  

津
山
藩 

 

鍛
冶
橋
門
内 

 
 
 
 
 
    

   

上
杉
弾
正
大
弼 

様 
 
 
 
 

 

米
沢
藩 

 

外
桜
田 

 
 

 
 

 

松
平
伊
豆
守 

 

様 
 
  
 
 
  
 

吉
田
藩 

 

呉
服
橋
内 

 
 
 
 
 
    

   

丹
羽
長
門
守 

 

様 
 
 
 
 

 

三
草
藩 

 

外
桜
田 

 
 
 
 
 

松
平
丹
波
守 

 

様 
 
 
 

 
 

松
本
藩 

 

呉
服
橋 

 
 
 
 
 
    

   

阿
部
播
磨
守 

 

様 
 
 
 
 
 

白
河
藩 

 

山
下
御
門
内 

 
 
 
 
 

秋
元
但
馬
守 

 

様 
 
 
 
 

 

館
林
藩 

 

呉
服
橋
内 

 
 

 
   

    
  

本
多
美
濃
守 

 

様 
 
 
 
 

 

岡
崎
藩 

 

日
比
谷
御
門
内 

 
 
 
 
 

松
平
越
前
守 

 

様 
 
 
 

 
 

福
井
藩 

 

常
盤
橋
内 

 
 
 
 
 
    

   

牧
野
越
中
守 

 

様 
 
 
 
 
 

笠
間
藩 

 

日
比
谷
御
門
内 

 
 
 
 
 

植
村
出
羽
守 

 

様 
 
 
 
 

 

高
取
藩 

 

飯
倉
片
丁 

 
 
 
 
 
    

   
松
平
主
馬 

 
 

様 
 
 
 
 
 

島
原
藩 

 

数
寄
屋
橋
内 
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太
田
備
中
守 

 

様 
 
 
 

 
 

掛
川
藩 

 

常
盤
橋
内 

 
 
 
 
 
    

   

松
平
右
京
亮 

 

様 
 
 
 
 
 

高
崎
藩 

 

数
寄
屋
橋
内 

 
 
 
 
 

細
川
越
中
守 

 

様 
 
 
 

 
 

熊
本
藩 

 

大
名
小
路 

 
 
 
 
 
    

   

松
平
阿
波
守 

 

様 
 
 
 
 
 

徳
島
藩 

 

鍛
冶
橋
内 

 
 

 
右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
、
八
時
過 

御
帰
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

御
用
口 

阿
部 

 
 
 
 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
遊
御
帰
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

御
年
寄
月
番
へ
申
達
候 

 

（
注
）
松
平
主
馬
忠
淳
は
島
原
藩
主
松
平
主
殿
頭
忠
精
（
安
政
六
年
六
月
没
）
を
継
承
。 

 

３
１ 

 

一 

同
月
十
九
日
四
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 
 
 
 
    

 

九
鬼
長
門
守 

 

様 
 
 
 
 
 
 

三
田
藩 

 

霞
ヶ
関 

 
 
 
 
 

戸
田
淡
路
守 

 

様 
 
 
 
 

大
垣
新
田
藩 

 

外
桜
田 

 
 
 
 
 
    

 

西
尾
隠
岐
守 

 

様 
 
 
 
 
 

横
須
賀
藩 

 

外
桜
田 

 
 
 
 

松
平
對
馬
守 

 

様 
 
 
 
 
 
 

杵
築
藩 

 
外
桜
田 

 
 
 
 
 
    

 

松
平
美
濃
守 
 

様 
 
 
 
 
 
 

福
岡
藩 

 

霞
ヶ
関 

 
 
 
 
 
 
 
 

民
部
少
輔 
 
  

様 
 
 
 
 
 
 

黒
川
藩 

 

桜
田
門
外 

 
 
 
 
 
    

 

松
平
安
藝
守 

 

様 
 
 
 
 
 
 

広
島
藩 

 

霞
ヶ
関 

 
 

 

右
之
御
方
々
様
御
廻
勤
被
遊
、
民
部
少
輔
様
へ
被
為
入
、
御
供
帰 

八
時
過
御
迎
ニ

罷
越
、
七
半
時
過 

御
帰
殿 

 
 
 
 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
被
遊
御
帰
、
御
供
先
別
条
無
之
段 

御
年
寄
月
番
へ
申
達
候 

 
 
 
 
 
 

今
日
御
勤
仕
舞
ニ

付 
 
 
 

御
意
之
上
、
御
酒
・
御
吸
物
・
御
肴
二
種
被
下
置
候 

 
 
 

〆 

御
出
数
十
九
度 

 

（
注
）
三
田
藩
主
九
鬼
長
門
守
精
隆
は
安
政
六
年
八
月
没
、
後
継
者
は
末
期
養
子
長
門
守
隆
義
。
た
だ
三
田 

藩
が
重
複
（
１
９
）
し
、
綾
部
藩
（
八
丁
堀
）
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
錯
誤
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
民
部
少
輔
は
当
時
上
屋
敷
が
桜
田
門
外
に
あ
っ
た
黒
川
藩
主
光
昭
で
、
供
を
一
旦
返
し
た
の

は
、
黒
川
藩
邸
で
保
申
の
乗
出
廻
勤
完
遂
の
祝
宴
が
な
さ
れ
た
も
の
か
。 

 

 
 

 

安
政
七
申
年 

 
 

 
 

 

正
月
十
七
日 

 

一 

野
崎
鎌
之
助
、
年
銀
未
九
月
十
五
日
差
出
候
處
、
六
ケ
敷
御
座
候
ニ

付 

３
２ 

 
 

 

猶
又
相
談
之
上
、
正
月
十
七
日
岩
手
孫
右
衛
門
差
出
申
候 

 

（
注
）「
年
銀
」
と
し
た
部
分
は
、
他
の
部
分
で
は
「
年
限
」
と
読
め
る
も
の
あ
り
意
味
不
詳
。 

  
 

 

二
月
廿
六
日 

 

一 

先
達
而

、
居
城
二
之
丸
住
居
向
其
外
焼
失
ニ

付
、
拝
借
之
儀
被
相
願
可
為 

難
儀
与

被
思
召
候
、
當
時
御
事
多
之
折
柄
ニ
者

候
得
共
、
出
格
之
訳
ヲ
以
、

金
五
千
両
拝
借
被
仰
付
候
、
返
納
之
儀
ハ
御
勘
定
奉
行
可
談
候
、
右
之
趣 

御
目
付
ゟ
寄
々
通
有
之
候
ニ

付
、
同
役
相
之
間
頭
へ
も
申
通
候 

 

（
注
）『
家
譜
附
録
』
に
次
の
通
り
記
述
が
あ
る
。
な
お
郡
山
城
二
の
丸
焼
失
は
安
政
五
年
十
二
月
。 

「
安
政
七
年
庚
申
二
月
廿
六
日
、
保
申
名
代
柳
沢
民
部
少
輔
光
昭
登
城
。
於
雉
子
溜
、
大
老
井 

伊
掃
部
頭
直
亮
并
老
中
列
座
、
安
藤
対
馬
守
信
睦
伝
旨
曰
、
由
往
年
保
申
居
城
消
失
。
謂
為 

難
儀
。
雖
即
今
事
々
繁
多
、
以
出
格
之
訳
、
命
五
千
金
拝
借
給
也
。」 

但
、
當
時
大
老
は
井
伊
直
弼
で
あ
り
先
代
直
亮
は
嘉
永
三
年
に
死
去
。 

ま
た
大
老
井
伊
直
弼
は
安
政
七
年
（
万
延
元
年
）
三
月
三
日
に
桜
田
門
外
に
暗
殺
さ
れ
た
。 
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下 

閏
三
月
十
五
日 

 

一 

野
崎
鎌
之
助
不
奉
存
寄
、
是
迄
之
御
役
料
ニ

五
俵
御
増
、
都
合
十
五
俵
被 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
統
） 

下
置
ニ

付
、
例
之
通
一
流
ゟ
差
遣
候 

 

（
注
）
こ
の
加
増
と
「
年
銀
（
３
２
）」
と
の
関
係
は
要
検
討
。 

 

３
３ 

 
 

上 

閏
三
月
朔
日 

 

一 

今
日
、
年
号
万
延
元
年
与

改 

  
 
 

四
月
廿
四
日 

 

一 

殿
様
、
御
小
用
繁
被
為
在
候
付
、
月
次
御
出
仕
御
見
合
ニ

相
成
候
段 

 
 
 

心
へ
居
候
様
、
大
目
付
申
聞
候 

 

（
注
）
当
時
保
申
は
御
目
見
を
済
ま
せ
、
十
五
歳
に
な
っ
て
い
た
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
頻
尿
と
な
っ
て
い 

た
も
の
か
。
こ
の
状
況
は
『
豊
田
家
文
書
廻
状
留
』
文
久
元
年
三
月
条
に
も
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。 

「 

殿
様
先
頃
、
御
目
見
被
仰
上
候
後
、
引
續
御
出
仕
之
儀
、
御
願
可
被
遊
之
処
、
御
小
用
繁
難
被
御
長
座 

右
御
願
御
延
引
被
成
候
、
然
ル
處
此
節
段
々
御
快
方
ニ
付
、
当
四
月
ゟ
月
並
御
出
仕
之
儀
、
御
願
被
遊 

候
處
、
御
願
之
通
被
仰
出
候
旨
、
江
戸
表
ゟ
来
候
此
段
可
被
相
心
得
候 

」 

  

一 

御
同
席
御
取
締
、
酒
井
左
衛
門
尉
様
・
奥
平
大
膳
大
夫
様
よ
り

、
御
供
連 

 
 
 

御
行
粧
之
儀
、
去
ル
寅
年
被
仰
合
ニ
而

、
御
式
立
之
外
者

、
御
格
別
之
御
省 

 

略
罷
成
候
、
廉
々
御
届
被
置
候
得
共
、
都
合
之
儀
有
之
候
間
、
今
度
猶
又 

御
届
之
上
御
減
少
、
高
御
取
捨
被
成
被
召
連
候
旨
、
御
直
御
廻
状
ヲ
以 

 
 
 

被
仰
遣
候
、
右
者

昨
今
不
只
御
時
世
ニ

付
而

之
儀
与

奉
察 

乍
併 

殿
様
ニ
者

未
月
次
御
出
仕
も
、
御
願
不
被
遊
候
間
、
御
宜
敷
御
座 

候
得
共
、
御
下
屋
敷
・
御
菩
提
所
等
江

被
為
入
候
御
儀
、
御
右
筆 

３
４ 

 
 

 

様
へ
伺
置
候
付
、
其
内
御
取
調
被
下
被
遊
、
御
出
御
宜
敷
与

御
座
候
得
者 

 
 

 

御
取
締
様
方
ゟ
被
仰
遣
候
通
、
御
供
御
人
数
御
増
被
成
候
方
、
可
然
宜
御 

 
 

 

評
議
御
座
候
様
奉
存
候
、
尤
御
高
並
之
御
方
々
様
、
御
届
振
承
合
、
追
而 

 
 

 

可
申
上
候
得
共
、
先
一
應
申
上
候 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 

三
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
留
守
居 

 

（
注
）
行
列
の
規
模
縮
小
に
つ
い
て
、
桜
田
門
の
変
に
よ
り
見
直
し
の
動
き
が
あ
り
、
郡
山
藩
は
保
申
の
出 

仕
見
合
わ
せ
に
よ
り
正
規
の
登
城
行
列
は
行
わ
な
い
も
の
の
、
私
的
な
行
列
も
あ
り
同
席
・
同
格
の
他 

家
の
状
況
を
参
考
に
し
つ
つ
、
評
議
を
進
め
る
べ
し
と
の
留
守
居
役
上
申
書
と
思
わ
れ
る
。 

な
お
こ
の
様
な
例
外
措
置
は
、
過
去
の
取
扱
例
に
精
通
し
た
幕
府
祐
筆
に
問
合
せ
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 

分
中
「
乍
併
」
と
し
た
部
分
は
「
候
、
併
」
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

殿
様
、
御
小
用
繁
被
為
在
候
付
、
月
次
御
出
仕
不
被
成
御
願
旨
、
御
聞
置 

 
 

 

書
被
差
出
候
後
、
被
遊
御
外
出
候
而

も
可
然
哉
之
儀
、
御
頼
御
右
筆
様
迄
、 

 
 

 

御
内
々
宣
合
仕
候
処
、
御
聞
置
被
差
出
候
後
、
御
菩
提
所
又
者

御
下
屋
敷 

 
 

 

等
へ
被
為
入
候
而

も
、
可
然
旨
御
答
ニ

付
、
不
遠
月
桂
寺
へ 

 
 

 

御
参
詣
并

両
御
下
屋
敷
へ
一
ヶ
月
一
両
度
程
、
被
遊 

御
出
候
而

も
可
然 

 
 

 

哉
与

猶
又
御
談
候
得
共
、
於
私
共
も
取
極
申
上
兼
候
付
、
御
引
受
奥
平
大 

膳
大
夫
様
江

、
當
十
二
日
久
城
準
輔
罷
越
、
類
役
荒
尾
利
右
衛
門
ヲ
以 

３
５ 

 
 

 

前
件
之
趣
、
御
内
々
御
伺
被
成
候
旨
、
取
繕
申
述
候
処
、
幸
御
在
宅
ニ
而

直 
ニ

申
上
呉
候
処
、
何
之
思
召
も
無
之
、
委
細
御
承
知
被
成
候
、
且
於
其
筋
ニ 

 

御
外
出
不
苦
与

之
御
挨
拶
た
り
と
も
、
先
一
ヶ
月
両
度
程
之 

御
出
者

可
然
、
三
度
与

申
処
者

御
見
合
候
方
与

思
召
候
、
訳
者

若
御
同
席
之
御 

方
々
様
之
内
ニ
而

、
月
次
御
出
仕
も
難
被
遊
程
ニ
而

、
度
々
御
外
出
被
為
在
候 
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様
ニ

被
仰
候
節
者

、
大
膳
大
夫
様
宜
御
答
も
可
被
成
候
得
共
、
自
然
模
様 

ニ

寄
候
而
者

、
御
迷
惑
被
成
候
間
、
先
々
一
両
度
与

御
極
被
成
候
方
可
然
、 

右
之
趣
重
御
頼
之
御
方
々
様
江
者

、
不
及
御
沙
汰
、
庄
内
様
へ
者

一
應
類
役 

迠
申
上
置
候
方
、
宜
程
能
御
答
申
上
候
様
ニ
与
、

被
仰
付
候
旨
、
利
右
衛
門 

申
聞
候
、
且
外
々
様
御
供
連
、
別
紙
之
通
御
座
候
、
此
段
申
上
候
以
上 

３
６ 

 
 
 

五
月 

 
 
 
 

御
留
守
居 

 

（
注
）
宣
合
（
の
た
ま
い
あ
わ
す
）
は
言
合
（
い
い
あ
わ
す
）
の
尊
敬
語
で
、
相
談
し
合
う
こ
と
。 

 
 

久
城
準
輔
は
藩
士
名
簿
で
は
御
用
人
（
留
守
居
役
）
三
百
七
十
石
の
上
士
で
、
他
の
文
書
で
し
ば
し
ば 

登
場
す
る
久
城
壮
輔
の
縁
戚
（
先
代
か
）
と
思
わ
れ
る
。
荒
尾
の
「
類
役
」
は
奥
平
家
に
お
い
て
久
城 

と
同
類
の
役
關
（
留
守
居
役
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
取
繕
」
は
過
去
の
経
緯
等
を
要
約
す 

る
こ
と
。 

 

私
、
供
連
人
数
之
儀
、
省
略
中
減
少
仕
候
趣
、
兼
而

申
上
置
候
処
、
此
節 

都
合
も
御
座
候
間
、
當
分
之
内
旧
復
、
召
連
申
度
奉
存
候
、
此
段
被
御
聞 

置
可
被
下
候 

以
上 

 
 

 

三
月 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

酒
井
左
衛
門
尉 

 

私
、
供
連
之
儀
、
減
少
召
連
候
趣
、
兼
而

申
上
置
候
処
、
此
節
都
合 

も
御
座
候
間
、
當
分
先
格
之
通
、
召
連
申
度
、
此
段
御
聞
置
可
被
下
候 

 

以
上 

 
 
 

三
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 

奥
平
大
膳
大
夫 

 
 
 
 
 

奥
平
様
御
人
数
宜
合
候
処 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

御
駕
籠
脇
拾
人 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
徒
士 

拾
人 

 

３
７ 

私
、
供
連
之
儀
、
駕
籠
脇
拾
人
・
徒
士
拾
人
召
連
来
候
処
、
平
常
之
処
相 

減
、
駕
籠
脇
六
人
・
徒
士
五
人
召
連
候
段
、
先
達
而

申
上
置
候
処
、
此
節 

都
合
も
御
座
候
付
、
當
分
之
内
駕
籠
脇
十
人
・
徒
士
十
人
召
連
申
度
奉 

存
候
、
其
外
供
廻
之
儀
者

、
兼
而

申
上
置
候
通
ニ

居
置
申
候
、
此
段
御
聞
置 

可
被
下
候
以
上 

 
 

 

三
月
廿
二
日 

 
 
 
 
 
 
 

阿
部
伊
豫
守 

 

（
注
）
庄
内
藩
酒
井
十
七
万
石
・
中
津
藩
奥
平
十
万
石
・
福
山
藩
阿
部
十
一
万
石
は
何
れ
も
譜
代
・
帝
鑑
（
溜
）

間
席
の
四
品
格
大
藩
で
、
郡
山
藩
が
範
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
万
延
元
年
三
月
桜
田
門
外
の
変

以
降
、
一
旦
省
略
さ
れ
た
行
列
警
護
が
旧
に
服
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
ら
の
他
藩
か
ら
の
情

報
を
取
り
ま
と
め
て
五
月
に
留
守
居
が
上
奏
し
た
も
の
。 

  
 

 

五
月
廿
一
日 

 

一 

殿
様
、
月
桂
寺
御
参
詣
、
両
御
下
屋
敷
へ
一
ヶ
月
一
両
度
程
、
被
遊 

御 

 
 

 

出
候
旨
、
大
目
付
ゟ
申
聞 

 

（
注
）
当
分
出
仕
遠
慮
と
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
外
出
も
控
え
て
い
た
が
、
奥
平
大
膳
大
夫
の
意
見
に
従 

 
 

い
、
月
桂
寺
参
詣
や
下
屋
敷
出
向
は
一
ヶ
月
に
一
・
二
度
程
度
は
行
う
こ
こ
と
し
た
も
の
。 

 

同
月
廿
四
日 

 

一 

金
弐
両
弐
分
也 

 
 

右
御
手
當
金
、
被
下
候
旨
大
目
付
ゟ 

３
８ 

 
 

申
聞 

 

（
注
）
安
政
六
年
八
月
に
も
同
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
後
に
十
二
月
九
日
に
も
支
給
。 
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六
月
二
日 

一 

殿
様
五
時
御
供
揃
ニ
而

、
月
桂
寺
江

御
参
詣
被
遊
候
、
八
半
時
過 

 
 

御
帰
殿 

 

四
半
時
参
着
惣
割
子 

 
 

 
 
 

但
し
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
候
段 

御
年
寄
月
番
宅
へ
罷
出
申
立
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

 

阿
部 

 

（
注
）
天
寧
院
保
興
の
祥
月
命
日
。
た
だ
し
急
死
に
つ
き
遺
領
継
承
問
題
が
生
じ
た
た
め
、
公
式
発
表
（
表 

向
）
は
八
月
廿
一
日
と
な
っ
た
。 

 

八
月
廿
五
日 

 

一 

殿
様
五
時
御
供
揃
ニ
而

、
駒
込
御
屋
敷
へ
被
為
入
候
、
七
半
時
過 

 
 
 

御
帰
殿 

 
 
 
 

四
時
二
度
目
・
八
時
惣
割
子 

 
 
 
 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊
候
段
、
御
年
寄
へ
申
立
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
口 

 

の
崎 

３
９ 

 
 

一 

同
日
御
陸
尺
、
政
吉
・
米
吉
・
吉
蔵
・
定
蔵
・
吉
五
郎 

 
 
 
 

右
之
者
共
大
病
ニ

付
跡
代
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政
吉
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

源
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
十
二
才 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米
吉
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

千
吉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

二
十
六
才 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
蔵
代 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

虎
五
郎 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
十
五
才 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

定
蔵
代 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

源
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
十
五
才 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
五
郎
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
吉 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

三
十
才 

４
０ 

右
之
面
々
御
供
目
見
へ
相
済 

 

九
月
廿
三
日 

 

一 

殿
様
五
半
時
御
供
揃
ニ
而

、
芝
御
屋
敷
本
遊
院
様
御
殿
江

被
為
入
、 

七
半
時
過 

御
帰
殿 

 
 

割
子 

四
半
時
・
八
半
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

御
用
口 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

阿
部 

 

但
、
殿
様
益
御
機
嫌
能
御
帰
被
遊 

御
供
先
別
条
無
之
段
、
御
年
寄
月
番
宅
へ
罷
出
申
達
候 

 

（
注
）
芝
屋
敷
は
所
謂
中
屋
敷
で
、
保
興
生
母
の
本
遊
院
殿
良
然
妙
寿
大
姉
が
居
住
（
二
年
後
の
文
久
二
年 

閏
八
月
に
逝
去
）
。 

 

十
一
月
二
日 

 

一 
池
澤
修
輔
、
年
限
ニ

付
同
役
申
合
、
大
目
付
・
御
刀
番
・
御
番
方
組
頭
へ 

願
書
差
出
申
候 

 

（
注
）
池
澤
修
輔
は
不
詳
で
あ
る
が
、
○分
２
３
０
の
御
側
詰
八
十
二
石
国
許
勤
（
池
沢
久
之
助
）「
戌
十
七
」 
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と
の
関
係
あ
り
か
。
ま
た
阿
部
家
文
書
３
１
安
六
御
供
諸
事
心
得
６
２
に
上
野
伴
助
（

○分
御
書
院
詰 

三
百
石
）
と
共
に
他
家
と
の
折
衝
に
当
た
っ
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
相
応
の
上
士
と
思
わ
れ
る
。 

 
４
１ 

 
 
 

十
一
月
九
日 

 

一 

殿
様
、
明
十
日
月
桂
寺
へ
御
参
詣
被
仰
出
候
処
、
十
日
雨
天
ニ

付
、
御
延 

引
被
仰
出
候 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

同
月
十
日 

 

一 

御
手
廻
り
仙
蔵
・
松
五
郎
・
芳
五
郎 

 
 
 

右
之
者
病
気
ニ

付
、
跡
代
り 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

文
吉
代
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
栄
吉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

松
五
郎
代
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

栄
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

芳
五
郎
代
り 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

仙
蔵
代
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
吉 

 
 
 
 

右
之
通
目
見
へ
相
済
申
候 

 

（
注
）
八
月
に
続
き
派
遣
中
間
（
陸
尺
等
）
を
病
気
の
名
目
で
多
数
入
れ
替
え
て
い
る
が
、
何
か
特
別
の
事 

情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

４
２ 

 
 
 
 

十
二
月
九
日 

 
 

一 

金
弐
両
弐
歩 

 
 

 
 

右
御
供
御
手
當
被
下
候
旨
、
大
目
付
ゟ
談
有
之
候
旨
、
同
役
ゟ
申
通
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

同
日 

 
 

一 

米
穀
并

諸
色
共
、
殊
之
外
高
直
ニ

相
成
、
御
家
中
之
面
々
取
續
方 

可
致
難
渋
、
當
時
御
物
入
續
之
御
時
節
ニ
者

候
得
共
、
厚
以 

 
 
 
 

御
思
召
、
當
時
百
五
拾
石
以
下
之
面
々
、
壱
ヶ
月
正
米
請
取
候
分
被
下 

 
 

 
 

之 

 
 
 
 

右
之
通
寄
々
通
シ
有
之
候
旨
、
松
本
ゟ
申
通
候 

 

（
注
）「
壱
ケ
月
正
米
」
は
扶
持
米
の
計
算
（
一
日
五
合
）
に
基
づ
き
三
十
日
分
（
一
斗
五
合
）
を
支
給
し 

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
安
政
六
年
当
時
の
米
価
は
一
石
銀
百
匁
程
度
で
あ
り
、
一
斗
五
合
で
は
銀
十
五 

匁
（
江
戸
で
の
精
米
消
費
者
価
格
で
は
お
そ
ら
く
二
拾
匁
程
度
）
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

以
下
脱
（
完
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


